
保冷剤
乾燥剤

可 燃 物 用 指 定 袋
（もえるもの）

東員町

Մ೩ごみ�（もせるごみ）

出しํのϧーϧとϚφー

●ੜごみはे分ਫりをしてくͩ ͞い。
●紙おΉͭは汚をτイϨでྲྀしͨ͏͑ で出してくͩ ͞い。
●ひも類などのいものは、͞�N以Լʹ てͬ出してくͩ ͞い。
●いものや෯のいもので͞�N以Լʹれないもの、まͨはࢦఆ袋ʹೖΒないものは「ૈେごみ」ѻいと
なります。

●不燃ごみはઈରʹೖれないでくͩ ͞い。
●ࡐʢࢬをؚΉʣ類を「可燃ごみ」としてॲཧする場合は、ࢦఆ袋ʹೖる͞でଠ͞�DN以Լʹして出してくͩ ͞い。
●ʹͭいͨは取り除いてくͩ ͞い。
●ϖッτのϑンはೖれないでくͩ ͞い。

以Լのʹҙしてくͩ ͞い。

ඞͣ
可燃物用指定袋で
出してください！

可燃༻ࢦఆ袋ʹೖΒない場合は粗大ごみとして出してくͩ ͞い。

台所ごみ

ゴム製品プラスチック製品

紙製品

枝木

木製品

食品の付着のある紙箱など

布製品

その他

˞再生Մなものをআ͘

˞容器แϓϥενοΫをআ͘

出せる
もの
主な品目

●ੜごみ
　ʢ൧・ௐཧくͣなどʣ

●͙ͭ

●Ⴉఆࢬ ●͵い͙るみ

手܉●

●ͮち ●ੜՖ・・ރ༿●ੵみ
ࡎอྫྷ・ࡎ૩ס●

●ΰϜ手袋

●ྠΰϜ

●ϙリόέπ、
　ϙリ༰ث

ϒラγࣃ●

●$%・%7%
　ʢプラέースも「可燃ごみ」ですʣ

●おもちΌ

●紙くͣ

●মきͦ・ͨ こমきなど
　のശで৯の付ணが
　あるもの
　ʢ可能なݶり、৯を取 てͬ
　「資源ごみ」ʹ 出してくͩ ͞いʣ

●紙おΉ ʢͭ汚はτイϨへʣ
●֪
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ごみはொのऩूには出せませんܥۀࣄ

ഇغのম٫（মき）ࢭې

　ொがऩूするごみは、ொのҰൠՈఉ͔Βഉ出͞れるごみʹݶΒれています。このͨΊ、ۀࣄॴ͔Βഉ出
͞れるごみʢܥۀࣄҰൠഇغʣは、ͨ と͑ொのࢦఆ袋を༻しͨとしても出すことはできまͤΜ。໊܂Ҭ
ਗ਼ۀࣄ合リサイクルのʹൖೖする͔、Ұൠഇغऩूӡൖۀのڐ可ۀ ʢऀڥࡂ՝ʹおい
合Θͤくͩ ͞いʣʹ ҕୗするなどしてదਖ਼ʹॲཧしてくͩ ͞い。
　なお、ۀࣄॴが༻するごみ袋は、ҟがࠞೖしていない͔֬ೝできるΑ͏なಁ໌な袋ʹݶఆしていま
す。ಁ ໌であれൢࢢの袋でߏいまͤΜので、スーύーなどでߪೖしてഉ出してくͩ ͞い。

（事業者の責務）
第4条　事業者は、廃棄物の発生を抑制し、その減量に努めるとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しな
ければならない。
2　�事業者は、物の製造、加工、販売等（以下「製造等」という。）に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその
適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3　�事業者は、製造等に際して、再生資源（再生資源の利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）第2条第1項に規定する再
生資源をいう。）及び再生品の利用に努めるなど再生利用を促進しなければならない。

4　事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。

　ごみのমきはฏ���݄�Αり「ഇغのॲཧٴͼਗ਼ʹؔする๏」のվਖ਼ʹΑり、ྫ 外を除きશ
໘తʹࢭېとなͬています。
　まͨฏ����݄͔ΒҰఆのߏج४をຬͨしていないম٫の༻が͞ࢭېれています。
　ഇغʢごみʣのমきߦҝは、ഇغॲཧ๏の๏ྩʹΑり͞ࢭېれるとともʹ、േଇنఆがあります。
　๏ྩ��の�� 「ʹୈ��の�ʹ͛ܝるྫ外نఆʹҧしてഇغʢごみʣをম٫しͨऀは、�以Լの
、एしくは�ɼ���ສԁʢ๏ਓは�ԯԁʣ以Լのേ金、ຢはͦのซՊʹॲͤΒれます」とنఆ͞れています。

˔মきࢭېのྫ外
のম٫غઃのཧのͨΊʹඞཁなഇࢪ体がͦのஂڞຢはํެࠃ��
��ࡂ、෩ਫ、Րࡂなどͦのଞのࡂの༧、Ԡٸରࡦຢは෮چのͨΊʹඞཁなഇغのম٫
��෩ଏश্׳まͨはफ্ڭのࣄߦをͨ͏ߦΊʹඞཁなഇغのম٫
��ۀ、ྛ のম٫غΘれるഇߦをӦΉͨΊʹやΉをಘないものとしてۀړ、ۀ
��ͨきՐͦのଞৗੜ׆をӦΉ্で௨ৗߦΘれるഇغのম٫であͬてܰඍなもの

もありますが、Ήやみʹম٫してΑいのではなく、पลॅຽ͔Βۤ「のྫ外ࢭېমき」のΑ͏なه্　
がੜ͡る場合はྫ外となΒない場合があります。
　෩きやؒ࣌ଳʹΑͬては「を燃やしているのでԎͨい」「ચ୕ʹषいがͭいてࠔる」「体ௐがѱい
ਓがいるのでࠔる」といͬͨΑ͏なۤがଟʑあります。

参 考 ౦һொഇغのٴྔݮͼదਖ਼ॲཧにؔするྫ
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可 燃 物 用 指 定 袋
（もえるもの）

東員町

ੜごみの水Γはしͬ ͔Γと！

ੜごみਪංԽ༰ثなどへのิॿ

　ੜごみのେ部分はਫ分といΘれています。ੜごみのਫ分はഊをଅਐͤ͞、ѱषのݪҼとなります。ੜご
みを出すࡍは、࣍のことをపఈしましΐ͏ 。

ʢਃॻのఏ出ݶظʣ༰ߪثೖޙ��以。
˞ަ付ਃॻは場ڥࡂ՝・ඌ࿈བྷॴでする΄͔、ொϗーϜϖーδ͔Βμンローυできます。

ੜごみਪංԽ༰ثઃஔิॿ ੜごみॲཧػઃஔิॿ

　݅

・� �ொʹॅॴを༗するҰൠՈఉ
・����Ոఉʹͭきݸ�をݶ
・��աڈʹ༰ثをߪೖして、このิॿ金をड͚、̓
以্ʹޙ༺༻不能とೝΊΒれͨ場合

・� �ொʹॅॴを༗するҰൠՈఉ
・��աڈʹ༰ثをߪೖして、このิॿ金をड͚、
�以্ʹޙ༺༻不能とೝΊΒれͨ場合

ิॿֹۚ 取ಘՁ֨の���で、ݶߴ࠷ֹ����ԁ
ʢԁະຬりࣺてʣ

取ಘՁ֨の���で、ݶߴ࠷ֹ�����ԁ
ʢԁະຬりࣺてʣ

ඞཁॻ類 ・��ަ付ਃॻ˞　・��ྖऩॻ　・ߪ��ೖػछのΘ͔るもの�ʢύンϑϨッτ・取ѻઆ໌ॻのίϐーʣ

ᶃ�Ͱきるだけ水にೞらさない
γンクの֯ࡾίーφーやഉਫ口のਫり͔ごʹೖれると、ਫ分をͨく
͞ΜؚΜでしまいます。できる͚ͩਫʹೞΒ͞ないΑ͏ʹ৺ֻ͚ましΐ͏ 。

ᶄし΅ͬて͔סす
おがΒやςΟーόッάはଟくのਫ分をؚΜでいます。し΅ͬͨりס૩͞
ͤて͔Β出しましΐ͏ 。

ᶅごみ出しલにͻとし΅Γ
ͨまͬͨਫ分を「͗Ύͬ と」し΅ͬて͔Β出しましΐ͏ 。

ਫりすると・・・

てͬݮなषいがݏ
ूੵ場がਗ਼ܿ ʂʹ

ੜごみ͔Β出るोでूੵ場が汚
れͨりऩूं͔Βಓ࿏ʹ࿙れ出
ることもなくなります。

ごみがܰくなͬて
ごみ出しもラクʂ

ऩूंへのੵみࠐみもスϜーζ
ʹなり、ޮ తʹճऩできます。

ごみをס૩ͤ͞るͨΊ
のඅ༻がܰ͞ݮれるʂ

ਫ分のଟいੜごみは、燃やすの
が͔͔ります。ਫりをすؒ࣌ʹ
ることで、ޮ Αくごみを燃やす
ことができ、ম٫ྔもݮΒすこと
ができます。
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ティッシュボックス

カレンダー・ポスター

パンフレット・はがき

ノート・メモ用紙・プリント類

封　筒

紙箱（食品等の空き箱）

紙袋・包装紙

雑紙は資源ごみへ出しましょう

　紙類は、分別することでリサイクル可能な「資源ごみ」として出すことができます。ご協力をお願いします。

雑紙（ざつがみ）とは、
具体的に以下に示すものをいいます。

これらは「資源ごみ」として
出してください！

取り出し口のビニール
部分は取り除いて可燃
ごみへ

金具・ビニールやプラ
スチックなど紙以外の
部分は取り除いて可燃
ごみや不燃ごみへ

ビニール加工してある
ものは可燃ごみへ

金具・ビニールやプラ
スチックなど紙以外の
部分は取り除いて可燃
ごみや不燃ごみへ

窓付き封筒のセロハン
部分は取り除いて可燃
ごみへ

持ち手が紙以外の場合
は取り除く
袋本体がビニール加工し
てあるものは可燃ごみへ

紙コップなど水に溶けない加工が
してあるものも出せないんだよ。

可燃ごみへ

不燃ごみへ

可燃ごみへ

汚れのひどいものは
可燃ごみへ
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可 燃 物 用 指 定 袋
（もえるもの）

東員町

ੜごみの水Γはしͬ ͔Γと！

ੜごみਪංԽ༰ثなどへのิॿ

　ੜごみのେ部分はਫ分といΘれています。ੜごみのਫ分はഊをଅਐͤ͞、ѱषのݪҼとなります。ੜご
みを出すࡍは、࣍のことをపఈしましΐ͏ 。

ʢਃॻのఏ出ݶظʣ༰ߪثೖޙ��以。
˞ަ付ਃॻは場ڥࡂ՝・ඌ࿈བྷॴでする΄͔、ொϗーϜϖーδ͔Βμンローυできます。

ੜごみਪංԽ༰ثઃஔิॿ ੜごみॲཧػઃஔิॿ

　݅

・� �ொʹॅॴを༗するҰൠՈఉ
・����Ոఉʹͭきݸ�をݶ
・��աڈʹ༰ثをߪೖして、このิॿ金をड͚、̓
以্ʹޙ༺༻不能とೝΊΒれͨ場合

・� �ொʹॅॴを༗するҰൠՈఉ
・��աڈʹ༰ثをߪೖして、このิॿ金をड͚、
�以্ʹޙ༺༻不能とೝΊΒれͨ場合

ิॿֹۚ 取ಘՁ֨の���で、ݶߴ࠷ֹ����ԁ
ʢԁະຬりࣺてʣ

取ಘՁ֨の���で、ݶߴ࠷ֹ�����ԁ
ʢԁະຬりࣺてʣ

ඞཁॻ類 ・��ަ付ਃॻ˞　・��ྖऩॻ　・ߪ��ೖػछのΘ͔るもの�ʢύンϑϨッτ・取ѻઆ໌ॻのίϐーʣ

ᶃ�Ͱきるだけ水にೞらさない
γンクの֯ࡾίーφーやഉਫ口のਫり͔ごʹೖれると、ਫ分をͨく
͞ΜؚΜでしまいます。できる͚ͩਫʹೞΒ͞ないΑ͏ʹ৺ֻ͚ましΐ͏ 。

ᶄし΅ͬて͔סす
おがΒやςΟーόッάはଟくのਫ分をؚΜでいます。し΅ͬͨりס૩͞
ͤて͔Β出しましΐ͏ 。

ᶅごみ出しલにͻとし΅Γ
ͨまͬͨਫ分を「͗Ύͬ と」し΅ͬて͔Β出しましΐ͏ 。

ਫりすると・・・

てͬݮなषいがݏ
ूੵ場がਗ਼ܿ ʂʹ

ੜごみ͔Β出るोでूੵ場が汚
れͨりऩूं͔Βಓ࿏ʹ࿙れ出
ることもなくなります。

ごみがܰくなͬて
ごみ出しもラクʂ

ऩूंへのੵみࠐみもスϜーζ
ʹなり、ޮ తʹճऩできます。

ごみをס૩ͤ͞るͨΊ
のඅ༻がܰ͞ݮれるʂ

ਫ分のଟいੜごみは、燃やすの
が͔͔ります。ਫりをすؒ࣌ʹ
ることで、ޮ Αくごみを燃やす
ことができ、ম٫ྔもݮΒすこと
ができます。
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